
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

    

 

   

    

  

  

 

   

   

 

  

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

既報の自民党・公明党より発表された平成２５年度税制改正大綱から、その概要を数回に亘っ

て解説する。 

１．相続税・贈与税の見直し 

（１）相続税相続税相続税相続税のののの基礎控除及基礎控除及基礎控除及基礎控除及びびびび税率構造税率構造税率構造税率構造のののの改正改正改正改正○定額控除：現行５，０００万円⇒改正案３，０

００万円○法定相続人比例控除：現行１，０００万円に法定相続人数を乗じた金額⇒改正案同

６００万円○税率構造：最高税率５０％⇒５５％（２）小規模宅地評価減関連○特定居住用宅

地等に係る特例の適用対象面積：現行２４０㎡⇒３３０㎡に拡充（３）贈与税の税率構造の見

直し：最高税率（相続時精算課税対象外）５０％⇒５５％（４）相続時精算課税の適用要件見

直し：①受贈者の範囲に２０歳以上の孫を追加②贈与者の年齢要件６０歳以上に引き下げ（現

行６５歳以上）。 

２．教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 

（１）受贈者受贈者受贈者受贈者（（（（３０３０３０３０歳未満歳未満歳未満歳未満））））のののの教育資金充当教育資金充当教育資金充当教育資金充当のためのためのためのため金融機関金融機関金融機関金融機関にににに信託等信託等信託等信託等したしたしたした場合場合場合場合、、、、    

受贈者一人受贈者一人受贈者一人受贈者一人につきにつきにつきにつき１１１１，，，，５００５００５００５００万円万円万円万円までのまでのまでのまでの金額金額金額金額にににに相当相当相当相当するするするする価額価額価額価額についてについてについてについて贈与税贈与税贈与税贈与税をををを    

課課課課さないさないさないさない（平成２５年４月１日～平成２７年１２月３１日拠出分、金融機関経 

由で所轄税務署長宛て申告書の提出が必要）。 
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『税制改正大綱の概要（２）設備投資促進税制などを創設』 

平成２５年度税制改正大綱についての法人税課税については、地方税で中小企業者等に対して

（１）国内設備投資を促進するための税制措置の創設（２）雇用・労働分配（給与等支給）を拡

大するための税制措置の創設―を盛り込んだ。また国税で、金融の円滑化を図るための臨時措置

に関する法律の廃止に伴い、一定の条件を満たした時に、資産の評価損益の計上または期限切れ

欠損金の損金算入ができる措置を提言した。（１）は、生産等設備生産等設備生産等設備生産等設備をををを取得取得取得取得したしたしたした場合場合場合場合、、、、事業年度終事業年度終事業年度終事業年度終

了了了了のののの日日日日にににに有有有有するもののするもののするもののするものの取得価額取得価額取得価額取得価額のののの合計額合計額合計額合計額がががが一定一定一定一定のののの条件条件条件条件をををを満満満満たしたたしたたしたたした場合場合場合場合、、、、そのそのそのその生産等設生産等設生産等設生産等設備備備備をををを構成構成構成構成すすすす

るるるる資産資産資産資産のうちのうちのうちのうち、、、、機械装置機械装置機械装置機械装置をそのをそのをそのをその法人法人法人法人のののの国内国内国内国内にあるにあるにあるにある事業事業事業事業のののの用用用用にににに供供供供したしたしたした場合場合場合場合にににに選択適用選択適用選択適用選択適用できることとできることとできることとできることと

されるされるされるされる法人税法人税法人税法人税のののの特別償却特別償却特別償却特別償却またはまたはまたはまたは税額控除税額控除税額控除税額控除を、法人住民税および法人事業税に適用する、というも

の。（２）は、給与等給与等給与等給与等をををを支給支給支給支給するするするする場合場合場合場合にににに、、、、そのそのそのその法人法人法人法人のののの雇用者給与等支給増加額雇用者給与等支給増加額雇用者給与等支給増加額雇用者給与等支給増加額（（（（雇用者給与等支雇用者給与等支雇用者給与等支雇用者給与等支

給額給額給額給額からからからから基準雇用者給与等支給額基準雇用者給与等支給額基準雇用者給与等支給額基準雇用者給与等支給額をををを控除控除控除控除したしたしたした金額金額金額金額））））のののの基準雇用者給与等支給額基準雇用者給与等支給額基準雇用者給与等支給額基準雇用者給与等支給額にににに対対対対するするするする割合割合割合割合がががが

５５５５％％％％以上以上以上以上であるであるであるである時時時時はははは、、、、増加額増加額増加額増加額のののの１０１０１０１０％％％％のののの税額控除税額控除税額控除税額控除ができるができるができるができる法人税の措置を法人住民税に適用す

る、というもの。金融円滑化法廃止に伴い提言した措置は、資産の評価換えをするなど一定の条

件を満たした場合に適用される。 


